
 

 

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48年法律第 105号） 

 

（マイクロチップの装着） 

第 39条の２ 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところに

より、当該犬又は猫を取得した日（生後 90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、

生後 90 日を経過した日）から 30 日を経過する日（その日までに当該犬又は猫の譲渡し

をする場合にあっては、その譲渡しの日）までに、当該犬又は猫にマイクロチップ（犬又

は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝

達に必要な機器であって識別番号（個々の機器を識別するために割り当てられる番号を

いう。以下同じ。）が電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認

識することができない方法をいう。）により記録されたもののうち、環境省令で定める基

準に適合するものをいう。以下同じ。）を装着しなければならない。ただし、当該犬又は

猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することに

より当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境

省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。 

２ 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップ

を装着するよう努めなければならない。 

（登録等） 

第 39 条の 5 次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める

日から 30 日を経過する日（その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、

その譲渡しの日）までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 

一 第 39条の２第１項又は第２項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップ

を装着した者 当該マイクロチップを装着した日 

二 マイクロチップが装着された犬又は猫であって、この項の登録（以下この章において

単に「登録」という。）を受けていないものを取得した犬猫等販売業者 当該犬又は猫

を取得した日 

２ 登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申請書を環境大臣に提出しなければならない。 

一 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地 

二 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号 

三 前２号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項 

３ 登録を受けようとする者（第１項第１号に掲げる者に限る。）は、前項の申請書に、マ

イクロチップ装着証明書を添付しなければならない。 

４ 環境大臣は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録を受けた者

に対し、その所有する犬又は猫に関する証明書（以下この章において「登録証明書」とい



 

 

う。）を交付しなければならない。 

５ 登録証明書には、環境省令で定める様式に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されてい

るマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。 

６ 登録を受けた者は、登録証明書を亡失し、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令

で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができ

る。 

７ 環境大臣は、登録に係る事項を記録し、これを当該登録が行われた日から環境省令で定

める期間保存しなければならない。 

８ 登録を受けた者は、第２項第１号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更

を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から 30日を経過する

日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 

９ 登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る登録証明書とともにしなけれ

ばならない。 

（狂犬病予防法の特例） 

第 39 条の７ 環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日（生後 90 日以内の犬を取得

した場合にあっては、生後 90 日を経過した日）から 30 日以内に登録又は変更登録を受

けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長（特別区にあっては、区長。以下

この条において同じ。）の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町

村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。 

２ 前項の規定により市町村長が通知を受けた場合における狂犬病予防法第四条の規定の

適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた

日において、当該犬の所有者から同条第１項の規定による犬の登録の申請又は同条第５

項の規定による届出があつたものとみなし、当該犬に装着されているマイクロチップは、

同条第２項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなす。 

３ 環境大臣は、犬の所有者から第 39 条の５第８項（第 39 条の６第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による届出があつた場合において、当該犬の所在地を管轄する市

町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で

定める事項を通知しなければならない。 

４ 前項の規定により市町村長が通知を受けたときは、当該通知に係る届出があつた日に

おいて、当該届出をした犬の所有者から狂犬病予防法第４条第４項の規定による届出が

あつたものとみなす。 

５ 第２項の規定により狂犬病予防法第４条第２項の規定により市町村長から交付された

鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬から当該マイ

クロチップを取り除いた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で

定めるところにより、市町村長に対し、その旨を届け出なければならない。 

６ 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の



 

 

鑑札を交付しなければならない。 

７ 前項の場合における狂犬病予防法第４条第３項の規定の適用については、同項中「前項

の鑑札」とあるのは、「動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）第 39

条の７第６項の鑑札」とする。 


